
１　対象団体　　市内で活動する市民の自主的な活動団体

○書類審査（審査委員のみで団体の出席は不要）

・事業実施対象　　・課題設定
・公益性や社会貢献度　　・新規性
・継続性　　・団体実施能力
・先駆性、モデル性、独創性
・自立性　　・計画性
・他との連携性

もしくは令和９年１月３０日（土）まで

審査委員会

助成金交付事業の決定 ６月中旬予定

申請団体・申請事業説明
（申請団体によるプレゼンテーション）

審査委員会 ○審査基準

令和８年４月１８日（土）
かわぐち市民ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ会議室　１４時～１７時

令和８年５月２３日（土）
かわぐち市民ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ　会議室　１３時３０分～１８時

令和８年度市民活動助成事業（助成金申請から交付金の事務）の流れ

２　対象事業　　地域・社会の課題に取り組む事業　　

3　助成金等
　・１件、助成回数に応じて５０万～３０万円を限度
　・令和８年度の予算上限額は１９５万５千円　※市議会で予算が認められた予算の範囲内

申請の受付

相談受付 令和８年２月１２日（木）～３月２８日（土）９時～１７時

令和８年４月３日（金）～４月１０日（金）９時～１７時

助成金交付決定通知

申請者に交付、不交付の決定を通知
・交付決定事業には決定通知書とともに今
後の関係書類を送付（助成金交付申請書
など）

助成金交付事業の公表

助成金の精算

成果発表会

交付決定した事業は、下記の手続きが必要です。

助成金交付申請書

助成金交付 原則：振込み

事業実績報告書等の提出 事業終了後、３０日以内

市ホームページにて公表

令和９年２月６日（土）
かわぐち市民ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ　会議室　１３時３０分～１８時


